
これまでの行政改革の主な取り組み （別紙１）

平成１７年４月１日現在

１．給与体系の見直し

　（１）５５歳昇給停止（１６・１７・１８経過措置、１９．４．１完全実施）

　（２）現業職員の定年年齢の引き下げ（６０歳定年に統一）

　（３）退職時における特別昇給廃止

　（４）旅費・日当の再見直し→片道１００ｋｍを超える地域へ出張する日当「６５００円」を「４０００円」に改正

　（５）特殊勤務手当のうち７手当を廃止

　　　　　・保健師手当、看護師手当、福祉施設介護員手当、福祉施設指導員等手当、福祉施設手当

　　　　　　保育所職員調整手当、水道工務手当

２．情報化の推進による市民サービスの改善

　（１）個人情報保護条例の制定（平成１６年１０月１日施行）

　（２）市民参加の「まちづくり委員会」の設置（平成１５年１０月１７日）

　（３）事業評価の公表→１５年度・１６年度試行、１７年度実施

　（４）市ホームページの開設

　（５）市民へのパソコン操作の普及

　（６）住基、戸籍情報電算化

　

　（７）家屋、土地台帳電算化

　（８）財務会計、人事情報の電算化

３．補助金等の整理合理化の推進

　（１）各種団体運営補助金の見直し

４．経費削減・財政健全化計画の推進

　（１）新規事業・義務的経費を除きマイナス予算枠の設定

　（２）報償費の支出適用を４時間未満、４時間以上とし、それぞれ３０００円、５０００円に改正（追加）

　（３）松尾小学校、養老小学校、布中学校の統合

　

  （４）布保育所、益野保育所、貝ノ川保育所、窪津保育所の統合

　（５）事務事業の見直し

　　　　・本庁用務員の廃止

　　　　・支所夜警員の廃止

　　　　・足摺森林公園管理委託の見直し
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　　　　・黒潮特急便・特産品開発事業の終了

　　　　・市税前納報償費の見直し

　　　　・敬老祝金の見直し

　　　　・廃止代替バス運行形態の見直し

　　　　・統合保育所、小中学校児童生徒送迎バスの一元化

　　　　・議会政務調査費等の見直し

　　　　・特別職及び議員報酬の減額

　　　　・市長交際費の減額

　　　　・各種委託業務費の見直し

５．組織機構の見直し

　　　　・参事・教育次長制の廃止

　　　　・教育センターの設置

　　　　・農林水産課、観光商工課の再編→農林業振興課、水産商工課、観光課

　　　　・環境対策課を環境課に改称

　　　　・農林業振興課長が農業委員会事務局長を兼務

　　　　・生涯学習課長が図書館長を兼務

　　　　・支所勤務体制の見直し

６．職員定数削減計画の推進

　　　　・定員総数の削減（平成１２年度４１６名）→平成１７年４月１日 ３５７名（前年比１４名の減）

７．民間委託等の推進

　　　　・身体障害者療護施設「太陽の家」を民間移譲（社会福祉法人　尽心会）

　　　　・ディサービスセンター「ひまわり」を民間移譲（社会福祉法人　次田会）

　　　　・貝類展示館「海のギャラリー」の民間移譲（財団法人　土佐清水市開発公社）

　　　　・在宅介護支援センター業務を民間委託（社会福祉協議会）

　　　　・市民体育館業務を民間委託（ＮＰＯ法人　スクラム）

　　　　・図書館、文化会館業務を民間委託（ＮＰＯ法人　とさしみず）

　　　　・交通災害共済、学童災害共済の廃止
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